
１．概要

２．日時及び場所（取締実施予定）・・雨天等により中止になる場合があります。

（日時）平成２４年　７月　４日（水） １３:３０～１５：３０
＊当日の取材は可能です。
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TEL　0265-53-7205 FAX　0265-53-7212

E-Mail　：　iikoku@cbr.mlit.go.jp

平成24年6月29日

道路の異常を発見したら・・・　道路緊急ダイヤル＃９９１０

特殊車両（過積載車両等）の
指導取締りを実施します
～道路は国民の大切な財産です～

木曽合同庁舎記者室、塩尻市役所記者クラブ

　道路のひび割れ・わだち掘れ・橋梁の損傷など道路が損傷する大きな原因に
は、定められたルール(重量等)を守らずに通行すること等があげられておりま
す。
　特に、過積載車両の通行は、橋梁や舗装などの道路構造物に著しい負担をか
けることになり、道路損傷の大きな原因となっています。
　飯田国道事務所では、道路構造物の保全として、木曽警察署の協力を得て、
特殊車両通行許可違反の現地取締まりを行うこととしました。
　現地では、違反車両の指導警告を行い、取締時に道路構造物に与える影響を
周知するなど、事業者に法令遵守・意識向上を啓発します。

飯田国道事務所からのお知らせ

地域と連携した
緑の道づくり

国土交通省 中部地方整備局

飯田国道事務所

〒３９５－００２４
長野県飯田市東栄町３３５０番地

電　　　話 (0265) 53-7200（代表）
ファックス (0265) 53-7210
Ｅ-メール iikoku@cbr.mlit.go.jp



ルール違反の車両が道路に及ぼす影響

不許可・過積載車両はルール違反です


